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船舶事故調査報告書 

 

                               令和３年６月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 令和２年１０月２３日 ２２時００分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市三
み

重
え

式
しき

見
み

港 

 三重式見港三重南防波堤東灯台から真方位０２３°７３０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°４８.８′ 東経１２９°４６.２′） 

事故の概要  プレジャーボートけいこは、北北東進中、防波堤に衝突した。 

 けいこは、船長及び同乗者が負傷し、船首部が大破し、また、防波

堤は、コンクリート部に擦過傷が生じた。 

事故調査の経過  令和２年１０月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

プレジャーボート けいこ、５トン未満 

 ２９２－３６８０２長崎、個人所有 

 ６.３４ｍ（Lr）×２.３５ｍ×１.０６ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、８４.６kＷ、平成５年２月 

 乗組員等に関する情報 船長 ７３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１５年７月１８日 

  免許証交付日 平成３０年５月７日 

         （令和５年７月２１日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長）、軽傷 ３人（同乗者） 

 損傷 本船 船首部が大破（全損） 

防波堤 コンクリート部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、親族等（以下「同乗者」とい

う。）３人を乗せ、魚釣りを行う目的で、令和２年１０月２３日１８

時００分ごろ三重式見港の係留地を出発した。 

 船長及び同乗者は、三重式見港内で釣りを行い、２１時５８分ごろ

同港の南防波堤東側付近で釣りを終えて帰航することとした。 

 船長は、三重式見港の中央ふ頭南端から東南東方に延びる防波堤と

‘同防波堤の東南東側のふ頭から西北西方に延びる防波堤’（以下
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「本件防波堤」という。）との間の水路を、本件防波堤先端を右舷側

に約５ｍ離して航行するつもりで手動操舵により操船に当たった。 

 船長は、‘本件防波堤先端に設置された標識灯’（以下「本件標識

灯」という。）の灯光を船首目標として操船していたところ、後部甲

板にいる同乗者の様子を見ようと後方を向き、再度前方を振り向いた

際に見えた‘本件標識灯の北東方に設置された標識灯’（以下「北東

方標識灯」という。）の灯光を本件標識灯の灯光であると思い込み、

操船を続けた。 

 本船は、約２０km/h の対地速力で北北東進していたところ、２２

時００分ごろ本件防波堤に衝突した。 

 付近で釣りをしていた者は、１１９番通報を行った。 

 船長及び同乗者全員は、救急車で病院に搬送され、船長が閉鎖性腸

間膜損傷等、同乗者３人が鼻骨骨折等、右下腿打撲、左腰部皮下血腫

等とそれぞれ診断された。 

 本船は、三重式見港の岸壁に陸揚げされた後、解体された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長は、本事故発生場所付近の航行経験が豊富であったので、ＧＰ

Ｓプロッターを作動させていたものの、目視のみで見張りを行ってい

た。 

 船長は、帰航を開始する際、本件標識灯の灯光と北東方標識灯の灯

光をいずれも視認していた。 

 船長は、北東方標識灯の灯光を本件標識灯の灯光であると思い込ん

だ後は北東方標識灯の灯光を右舷側に約５ｍ離して航行するつもりで

操船を続けてしまったと本事故後に思った。 

 船長は、周囲の見張りを行うとともに、ＧＰＳプロッターを活用し

ておけばよかったと本事故後に思った。 

 本件標識灯及び北東方標識灯は、同型であり、灯質が、単閃赤光、

毎４秒に１閃光、光達距離が約５.５kmである。 

 本事故発生場所は、本件標識灯から東南東方７０ｍ付近であった。

（写真１ 本件防波堤の擦過傷 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、三重式見港において北北東進中、船長が、北東方標識灯の

灯光を本件標識灯の灯光であると思い込み、北東方標識灯の灯光を右

舷側に約５ｍ離して航行するつもりで操船を続けたことから、本件防

波堤に衝突したものと推定される。 

 船長は、目視のみで見張りを行っていたことから、後部甲板にいる

同乗者の様子を見た後に前方を振り向いた際、本件標識灯と灯質が同



- 3 - 

じである北東方標識灯の灯光を本件標識灯の灯光であると思い込んだ

ものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、三重式見港において北北東進中、船長

が、北東方標識灯の灯光を本件標識灯の灯光であると思い込み、北東

方標識灯の灯光を右舷側に約５ｍ離して航行するつもりで操船を続け

たため、本件防波堤に衝突したものと推定される。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、夜間、特定の目標物を注視することなく、全周にわたっ

て常時適切な見張りを行うこと。 

 ・船長は、慣れた海域を航行する場合であっても、ＧＰＳプロッタ

ーを活用して、船位及び針路を確認しながら操船すること。 

 



 

付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 本件防波堤の擦過傷 


